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消費者委員会の活動と
地域の消費者被害防止

平成２９年１２月１６日

内閣府消費者委員会 委員長代理 池本誠司

消費者問題シンポジウムin和歌山
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（資料）



本日のポイント

Ⅰ 消費者委員会の活動

○消費者委員会とは

○消費者委員会の主な取組

Ⅱ 消費者被害の現状と地方消費者行政の展開

〇消費者被害の実情

○消費生活センターの役割

○行政による被害防止

～消費者啓発と事業者規制～

Ⅲ 地域連携による消費者被害防止

○地域連携の必要性

○消費者被害防止ネットワーク

○消費者安全確保地域協議会の役割
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Ⅰ 消費者委員会の活動

【消費者庁】（平成２１年９月創設）

①消費者事故情報などを一元的に集約し分析

②消費者行政の司令塔として、各省庁に対し対応策を要請

③消費者に身近な３０本の法律を所管（共管を含む）
⇒特定商取引法、消費者契約法、食品表示法、消費者教育推進法など

④すき間事案への対応権限（消費者安全法）

【消費者委員会】（平成２１年９月創設）

①内閣府の独立の第三者機関

②消費者庁所轄の法律について諮問を受け審議し答申

③自ら調査・審議を行い関係省庁に対し建議・提言・意見

④関係省庁に資料提供を要求
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２ 消費者委員会の主な取り組み

【主な答申】
〇景品表示法の課徴金制度導入に関する答申(平成26年6月10日)

〇消費者契約法の規律の在り方について(１次答申)(平成28年1月7日)

〇特定商取引法の規律の在り方について(答申)(平成28年1月7日)

〇消費者契約法の規律の在り方について(2次答申)(平成29年8月8日)

【主な建議】
〇美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関す

る建議（平成27年7月7日）

〇電子マネーに関する消費者問題についての建議（平成27年8月18日）

〇健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用

食品の制度・運用見直しについての建議（平成28年4月12日）

〇身元保証等高齢者サポート事業に関する建議(平成29年1月31日)
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【主な意見】

〇成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ報告書

（平成29年1月10日）

〇消費者基本計画工程表の改正素案に対する意見（平成29
年5月23日）

〇消費者行政における特商法の執行力の充実に関する提言

（平成29年8月29日）

〇消費者教育の推進に関する基本的な方針の改定に向けて

の意見(平成29年11月8日）

【情報収集】

〇各省庁の担当課に対するヒアリング

〇消費者団体との意見交換会
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Ⅱ 消費者被害の全体像

（１）地域の消費者被害は大幅に増加し高い水準を維持

最近１０年の推移を見ると若干減少しているように見えるが、

３０年間に相談件数は約７倍。

国民生活センター：全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)より 7

消費生活相談の年度別総件数の推移(1984～2016）

（注）架空請求の件数は2000年度以降集計している。
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（２）インターネット取引被害が大きな割合（３６％）を占めている

国民生活センター「２０１６年度版PIO-NETにみる相談生活相談の概要
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（３）高齢者の苦情相談の割合が大幅に増えている

⇒60歳以上の相談の割合が

2007年度20.6％⇒2016年度34.8％で約1.7倍

9

年度別にみた契約当事者年代別割合（2007～2016年度）

（注）構成比は各年度の総件数を100として算出し、小数点以下第２位を四捨五入した値である。

国民生活センター：全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)より
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（４）消費生活センター等への相談はトラブル経験者の７％

消費者庁「平成２９年版・消費者白書」
14
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（５-2）消費者被害・トラブルの被害額全体像の推計

契約購入金額 ５兆２０００億円

既支払額 4兆8000億円
「消費生活相談件数×平均金額×消費者トラブルの発生確率」

消費者庁「平成２９年版・消費者白書」

（５-1）消費生活相談に現れた契約・購入金額
国民生活センター「2016年度PIO-NETに見る消費生活相談の概要」

相談全体の合計金額：4281億円
１件当たり平均金額：106万円
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Ⅱ 地方消費者行政の展開

12

・消費生活センターによる被害救済
・行政による消費者啓発
・違反業者に対する行政規制
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【前提】 消費者庁創設前の地方消費者行政の体制・予算の推移

消費者庁「地方消費者行政の現況調査（平成26年版）」、総務省「平成26年版地方財政の状況の概要」より

○消費者庁設立までの１０年間：相談件数は２倍以上増加しているが、
消費者行政予算は３９％減少、職員数は４５％減少

○平成21年度以降：自主財源は約１００億円で横這い、
地方消費者行政推進交付金が年間４０～５０億円
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１．地方自治体の消費者行政の活性化・強化

○2009年地方消費者行政活性化交付金の投入

【第１段階】 消費生活センターの整備

（１）「消費生活センター」とは
①消費生活相談員を配置

→資格を有する消費者問題専門家

②ＰＩＯ－ＮＥＴ端末を配備

→全国の消費生活センターをオンラインで結び最新の

相談情報を登録

③週４日以上開設

→地域住民がいつでも専門的な相談が受けられる

⇒この３要件に満たない窓口を「消費生活相談窓口」
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＜相談処理の姿勢＞
⇒消費生活センターは形式的中立ではなく

情報・交渉力の格差を踏まえた積極的な消費者支援

＜相談処理の方法＞
○助言：解決方法を助言し相談者による自主交渉を促す

○あっせん：相談者からの解約申出の後、相談員が事業
者に連絡し、適正な解決に向けて説得・調整する

⇒クーリング・オフ、契約取消権など

＜解決困難事案は＞
弁護士会消費者委員会、 国民生活センターＡＤＲ，
都道府県行政規制担当部署、 適格消費者団体
などと連携して、被害の救済・防止を図る。
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（２） 消費生活センターの利用促進

【実情】 約６割の住民は消費生活センターを知らない
（消費者庁：消費者白書平成２８年版）

【周知の視点】 消費生活センターの存在・電話番号の

広報では利用に結びつかない

①どのような問題を相談できるのか

⇒具体的な相談事例を知らせる

②どこまで対応してくれるのか

⇒消費者問題専門家が、必要に応じて事業者との

あっせん処理まで行う

③相談することの意義は

⇒自分の被害救済と他の消費者の被害防止
16
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【第２段階】 消費者行政による被害防止

（１）被害防止の啓発活動

消費者行政は、最新の相談情報を活用して

①トラブル事例の手口紹介

○チラシ、ホームページ、自治体広報誌、テレビ・ラジオ

②住民が集まる場での出前講座

○高齢者の集まりの場に講師が出向き

⇒消費生活相談員・職員が事例紹介と

防止・解決のポイントを紹介
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（２）違反業者に対する行政処分

○国と都道府県は

訪問販売・電話勧誘販売・通信販売等の違反事業者に対し、

特定商取引法による業務停止命令・改善指示権限

○行政処分の手順

・消費生活センターの相談情報（ＰＩＯ－ＮＥＴ）を分析し、

・立入検査・資料提出要求を行い、

・行政処分を行い、事業者名を公表

⇒消費生活センターは、個別救済と未然防止の拠点

18
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○地方消費者行政における執行力の充実

消費者委員会平成２９年８月「消費者行政における執行力の充実に関する提言」
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（３）適格消費者団体による差止請求業務

①国の認定を受けた「適格消費者団体」が

・法律専門家、消費者問題専門家、消費者団体による人的基盤

・訴訟遂行の財政基盤

②不当契約条項、不当勧誘行為・不当表示に対し

・消費者被害情報の収集・検討体制

・消費生活センターと連携して被害の拡大防止の役割

③差止請求権を行使できる

・文書による是正申入れ、文書による差止請求

・差止請求の訴訟提起

・消費者行政による悪質業者の規制部門との連携

＜現状＞

○全国に１６団体、目指す団体１５団体（９月連絡協議会）

24



Ⅲ 地域連携による消費者被害防止

21
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１ 地域連携による被害防止の必要性

（１）行政による情報提供
⇒情報をキャッチできない高齢者には届かない

（２）高齢者が集まる場で出前講座
⇒外出しない高齢者には届かない

（３）違反業者に対する行政処分
⇒行政処分の動きを察知すると移動・閉鎖する悪質業者

⇒未然防止が重要

26
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２ 消費者被害防止ネットワークの構築

（１）高齢者福祉部門の高齢者見守りネットワーク

【目的】
○高齢者の生命・健康の危険の早期発見
○第三者による財産上の不当取引による被害

【構成員】

〔１〕高齢者福祉関係者による見守りネットワーク型
○介護保険利用者は地域包括、日常生活自立支援対象者は社協、

その他独居高齢者は民生委員。

〔２〕民間関係者を加えた地域ネットワーク型
○高齢者と接する民間事業者や地域団体（宅配業者、検針員、自治会、

婦人団体、高齢者団体、医師等）の参加

27



（２）警察との連携による見守りネットワーク

24

【高齢者対象】
〇認知症高齢者の徘徊への声掛け・通報
〇振り込め詐欺被害の声掛け・通報
〇金融商品まがい詐欺商法被害への声掛け

⇒取引に関連する被害は消費生活センター

【若年者対象】
〇若年者の深夜徘徊・喫煙・飲酒への注意喚起
〇電子マネー詐取被害への声掛け

【構成員】
〇福祉関係者、民間事業者、地域団体

28
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（３）消費者被害防止ネットワークは未然防止の役割から

～東京都生活文化局「高齢者の消費者被害に関する調査」（平成26年3月）～
（都内の７０歳以上の高齢者５３００人へのアンケート調査）

①「架空請求」「点検商法」「次々販売」「利殖商法」「催眠（SF）商
法」の5つの商法を挙げ、60歳を過ぎてから被害にあったことが
あるか？

29
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②「被害にあったことがある」高齢者(5.7%)が
どのような行動をとったか

・何もしないであきらめている人が約半数を占める（４５．５％）。
・家族や知人に相談しても（２７％）、消費生活センターにつながっていない。
・福祉関係者（１．１％）は消費者被害の相談先となっていないのが現状。

30
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③被害にあったのに「何もしなかった」（45.5％）のはなぜか

・被害に遭ったのは自分の落ち度(62.8%)、相談しても解決
できない(15.1%)と思ってあきらめている。

31
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④消費者被害を防ぐポイントは事前の知識

⇒事前に業者の手口を知っていれば被害を防止できる
32



（４）消費者被害防止ネットワークの役割

【第１段階】 情報提供 ⇒被害の未然防止

(役割)福祉関係団体、地域防犯組織など、高齢者と接する

関係者を通じて消費者被害の手口情報を伝える

⇒「事前に手口を知っておけば被害防止に結びつく」

【第２段階】 見守り ⇒被害の早期発見・紹介

(役割)高齢者と接する関係者が、消費者被害に気付き、消費

生活センターに相談することを助言する。

①消費生活センターで取り扱う案件か予備的に問合せ

②消費生活センターの役割を本人に説明

⇒見守り関係者と消費生活センターが顔の見える関係に

29
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（５）消費者被害の啓発・発見の難しさ

①消費者被害は外観から発見できない、隠す傾向が強い

⇒最新の手口や話題を学び、話題提供のグッズを活用

⇒被害者の落ち度でなく、悪質業者の手口が巧妙

②高齢者は消費者被害に遭ってもあきらめる傾向が強い

⇒自分の被害救済と被害拡大防止のため相談

30
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３ 消費者安全確保地域協議会の設置と活動

（１）「消費者安全確保地域協議会」とは

○消費者安全法改正（平成28年4月施行）により導入

「地方公共団体の関係機関は、・・・消費生活協力団体・協力

員その他の関係者を構成員とする消費者安全確保地域協議

会を設置することができる」

○消費者庁の政策目標

・人口５万人以上の市町（約550）に全部設置

（地方消費者行政強化作戦）

⇒現状は
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（２）消費者被害防止ネットワークと

消費者安全確保地域協議会の関係は

（ア）既存のネットワークがある場合、新たに設置？

⇒基本的に同じ組織のままで良い

（イ）安全確保地域協議会の位置付けの例

（Ａ）高齢者部門のネットワークに消費者部門が参加し

消費者安全確保協議会としても位置付け

（Ｂ）警察部門・消費者部門によるネットワークを

消費者安全確保協議会に位置付け
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（ウ）消費者安全確保地域協議会とする意義

①行政組織上も継続的な連携・活動へ

⇒担当者が交代しても継続

②「消費生活協力員・協力団体」の委嘱

⇒参加する見守り関係者に消費者被害の意識向上

③「消費生活上特に配慮を要する消費者」の個人情報を

共有できる。

⇒構成員の守秘義務を規定し、個人情報保護法の

第三者提供制限の例外として効果的な見守りへ

37



34

４ 消費者被害防止ネットワークで何をするか

（１）消費者被害防止の継続的な活動

①最新の事例を学ぶ

⇒消費生活センターの出前講座の活用

⇒被害に遭わない消費者教育から、

連携し行動する消費者市民の育成へ

②啓発活動の実践交流

⇒チラシ配布、寸劇等の取組

⇒発見し通報する事例紹介

38



35

（２）悪質商法の手口を学び紹介する ⇒グッズを活用

○見守り情報 （国民生活センター）

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html

○訪問販売お断りステッカー・迷惑電話防止装置の呼びかけ

北海道：当別町 白老町 迷惑電話チェッカー 振り込め詐欺見張り隊
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（３）商品事故・リコール情報

⇒平成28年度中に事業者から報告された重大製品事故802件

リコール（回収、無償修理等）の対象製品８９件

⇒消費者庁リコール情報サイトに製品名・型式・写真を掲載
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５ 誰が担うか

消費者被害防止サポーターの養成と連携

（１）消費者被害防止サポーターとは
○消費者問題を積極的に学び地域で活動する市民

⇒高齢者福祉関係者

⇒地域団体関係者

⇒民間事業者

⇒一般消費者市民

（２）消費者被害防止サポーターの現状

○平成２８年４月１日現在、３０の都道府県、１１７の市区町村（政
令市を含む）が地域サポーター制度を有している。

（消費者庁「平成２８年度 地方消費者行政の現況調査」８１頁）

⇒自治体で養成しているが、活動の機会が提供されていない
37
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６ 今後の課題
（１）消費者被害防止ネットワークの活動継続の課題

①ネットワーク参加者の拡大
○消費者問題に関心を持つ消費者市民サポーターの養成

⇒仲間を増やそう
○市町村消費生活センターの事業拡大＋サポーターとの連携

②被害防止グッズの制作・供給
○「悪質商法啓発チラシ」、「訪問販売お断りステッカー」、「迷惑電話対策装置」

○グッズ作りは都道府県と市町村が連携
⇒委託事業による展開も

③消費者行政担当職員の増員
○相談・啓発の調整役から、連携の調整役へ

⇒地元の消費者行政を強化しよう

④勧誘内容が再現できない消費者の救済手段
○判断力不足に付け込んだ不当な契約の取消権

⇒消費者契約法改正を
42
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（２）地方消費者行政への国の財政支援
○平成２０年まで 地方交付税９０億円
○平成２１年～

・地方交付税 １８０億円に増額
⇒地方消費者行政の独自財源 約１２０億円～１３０億円

・地方消費者行政活性化交付金 年間約４０～６０億円
○平成２４年～

・地方交付税 ２７０億円に増額

⇒地方消費者行政の独自財源 約１２０億円 ⇒独自財源の増額

○平成２７年～
・地方消費者行政推進交付金 約４０億円＋補正
※平成２９年度までの新規事業に限り利用できる

○平成３０年度概算要求
・地方消費者行政推進交付金 ３０億円

⇒交付要領の見直し

・地方消費者行政強化交付金（新交付金） １０億円
⇒交付対象事業・交付割合など
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池本誠司
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地域のネットワークで消費者被害を防ごう

ご清聴ありがとうございました
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